
設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第21条
の５の３
第１項

 指定障害児通所
支援事業者の指
定

 設定済み

 児童福祉法に基づく指
定通所支援の事業の人
員等、設備及び運営に
関する基準
（平成24年2月3日厚生
労働省令第十五号）、
児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準について
（平成24年３月30日障発
0330第13号厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み          60  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法

 第21条
の５の
16

 指定障害児通所
支援事業者の指
定の更新

 設定済み

 児童福祉法に基づく指
定通所支援の事業の人
員等、設備及び運営に
関する基準
（平成24年2月3日厚生
労働省令第十五号）、
児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準について
（平成24年３月30日障発
0330第13号厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み          30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法

 第21条
の５の
20第１
項

 特定障害児通所
支援の定員増加に
係る指定の変更

 設定済み

 児童福祉法に基づく指
定通所支援の事業の人
員等、設備及び運営に
関する基準
（平成24年2月3日厚生
労働省令第15号）、
児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準について
（平成24年３月30日障発
0330第13号厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み          30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の２第１
項

 指定障害児入所
施設の指定

 設定済み

 児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準
（平成24年2月3日厚生
労働省令第15号）
児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準について
（平成24年３月30日障発
0330第13号厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み          60  

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の10第
１項

 指定障害児入所
施設の指定の更
新

 設定済み

 児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準
（平成24年2月3日厚生
労働省令第15号）
児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準について
（平成24年３月30日障発
0330第13号厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み          30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の13第
１項

 指定障害児入所
施設の定員増加に
係る指定の変更

 設定済み

 児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準
（平成24年2月3日厚生
労働省令第15号）
児童福祉法に基づく指
定障害児入所施設等の
人員、設備及び運営に
関する基準について
（平成24年３月30日障発
0330第13号厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み          30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の２第１
項

 障害児入所給付
費支給決定

 設定済み

 障害児入所給付費等の
入所給付決定について
（平成24年3月30日障発
0330第15号厚生労働省
部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の６第１
項

 高額障害児入所
給付費の支給決
定

 設定済み

 障害児入所給付費等の
入所給付決定について
（平成24年3月30日障発
0330第15号厚生労働省
部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の７第１
項

 特定入所障害児
食費等給付費の
支給決定

 設定済み

 障害児入所給付費等の
入所給付決定について
（平成24年3月30日障発
0330第15号厚生労働省
部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の20第
１項

 障害児入所医療
費の支給決定

 設定済み

 障害児入所給付費等の
入所給付決定について
（平成24年3月30日障発
0330第15号厚生労働省
部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第24条
の24第
１項

 障害児入所給付
費等の支給決定

 設定済み

 障害児入所給付費等の
入所給付決定について
（平成24年3月30日障発
0330第15号厚生労働省
部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30  

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第35条
第４項

 児童福祉施設の
設置の認可

 未設定     その他  設定済み          60  

未設定理由の「その他」は、個別具
体的な判断を要するため設定困難
であるもの



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課  児童福祉法
 第35条
第12項

 児童福祉施設の
廃止又は休止の
承認

 未設定     法令に基準あり  設定済み          90  

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第3１
条第１
項

 社会福祉法人の
定款の認可

 設定済み

 ・平成12年12月１日付
け障第890号厚生省大
臣官房障害保健福祉部
長・社会・援護局長・老
人保健福祉局長・児童
家庭局長通知「社会福
祉法人の認可について」
に定める社会福祉法人
審査基準
・平成12年12月１日付け
障企第５ ９ 号厚生省大
臣官房障害保健福祉部
企画課長・社会・援護局
企画課長・老人保健福
祉局計画課長・児童家
庭局企画課長通知「社
会福祉法人の認可につ
いて」に定める社会福祉
法人審査要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第45条
の９第５
項

 評議員会の招集
の許可

 未設定     先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第45条
の36第
２項

 社会福祉法人の
定款変更の認可

 設定済み

 ・平成12年12月１日付
け障第890号厚生省大
臣官房障害保健福祉部
長・社会・援護局長・老
人保健福祉局長・児童
家庭局長通知「社会福
祉法人の認可について」
に定める社会福祉法人
審査基準
・平成12年12月１日付け
障企第５ ９ 号厚生省大
臣官房障害保健福祉部
企画課長・社会・援護局
企画課長・老人保健福
祉局計画課長・児童家
庭局企画課長通知「社
会福祉法人の認可につ
いて」に定める社会福祉
法人審査要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  20日  

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第46条
第２項

 社会福祉法人の
解散の認可又は
認定

 未設定     その他  未設定   その他

未設定理由の「その他」は、個別具
体的な判断を要するため設定困難
であるもの

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法

 第50条
第３項、
第54条
の６第２
項

 社会福祉法人の
合併の認可

 設定済み

 ・平成12年12月１日付
け障第890号厚生省大
臣官房障害保健福祉部
長・社会・援護局長・老
人保健福祉局長・児童
家庭局長通知「社会福
祉法人の認可について」
に定める社会福祉法人
審査基準
・平成12年12月１日付け
障企第５ ９ 号厚生省大
臣官房障害保健福祉部
企画課長・社会・援護局
企画課長・老人保健福
祉局計画課長・児童家
庭局企画課長通知「社
会福祉法人の認可につ
いて」に定める社会福祉
法人審査要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  20日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第55条
の２第１
項

 社会福祉充実計
画の承認

 未設定     先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第55条
の３第１
項

 社会福祉充実計
画の変更の承認

 未設定     先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第55条
の４

 社会福祉充実計
画の終了の承認

 未設定     先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第62条
第２項

 施設を設置する第
一種社会福祉事
業の許可

 未設定     その他  設定済み  20日  

未設定理由の「その他」は、個別具
体的な判断を要するため設定困難
であるもの



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第63条
第２項

 施設を設置する第
一種社会福祉事
業の許可を受けた
者が申請事項を変
更する際の許可

 未設定     その他  設定済み  20日  

未設定理由の「その他」は、個別具
体的な判断を要するため設定困難
であるもの

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉法
 第67条
第２項

 施設を設置しない
第一種社会福祉
事業の許可

 未設定     その他  未設定   その他

未設定理由の「その他」は、個別具
体的な判断を要するため設定困難
であるもの

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第29条
第１項

 指定障害福祉
サービス事業者の
指定

 設定済み

 指定障害福祉サービス
事業等の人員、設備及
び運営に関する基準に
ついて
（平成１８年１２月６日 障
発第１２０６００１号 厚生
労働省社会・援護局障
害保健福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  60日  

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第37条
第１項

 指定障害福祉
サービス事業者
（特定障害福祉
サービスに係るも
のに限る）の指定
の変更

 設定済み

 指定障害福祉サービス
事業等の人員、設備及
び運営に関する基準に
ついて
（平成１８年１２月６日 障
発第１２０６００１号 厚生
労働省社会・援護局障
害保健福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第29条
第１項

 指定障害者支援
施設の指定

 設定済み

 指定障害者支援施設等
の人員、設備及び運営
に関する基準について
（平成１９年１月２６日 障
発第０１２６００１号 厚生
労働省社会・援護局障
害保健福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  60日  

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第39条
第１項

 指定障害者支援
施設の指定の変
更

 設定済み

 指定障害者支援施設等
の人員、設備及び運営
に関する基準について
（平成１９年１月２６日 障
発第０１２６００１号 厚生
労働省社会・援護局障
害保健福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第41条
第1項

 指定障害福祉
サービス事業者及
び指定障害者支援
施設の指定の更
新

 設定済み

 指定障害福祉サービス
事業等の人員、設備及
び運営に関する基準に
ついて
（平成１８年１２月６日 障
発第１２０６００１号 厚生
労働省社会・援護局障
害保健福祉部長通知）

指定障害者支援施設等
の人員、設備及び運営
に関する基準について
（平成１９年１月２６日 障
発第０１２６００１号 厚生
労働省社会・援護局障
害保健福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第51条
の14第
１項

 指定一般相談支
援事業者の指定

 設定済み

 指定地域相談支援の事
業の人員及び運営に関
する基準について
（平成２４年３月３０日 障
発０３３０第２１号 厚生労
働省社会・援護局障害
保健福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  60日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第51条
の21第
１項

 指定一般相談支
援事業者の指定
の更新

 設定済み

 指定地域相談支援の事
業の人員及び運営に関
する基準について
（平成２４年３月３０日 障
発０３３０第２１号 厚生労
働省社会・援護局障害
保健福祉部長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  ３０日  

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第54条
第２項

 指定自立支援医
療機関の指定

 設定済み

 「指定自立支援医療機
関の指定について」平成
18年3月3日付け
各都道府県・各指定都
市・各中核市障害保健
福祉主管部(局)長あて
厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部精神
保健福祉課長通知

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み

 指定の決
定をした
日の属す
る月の翌
月初日
（1～30
日）

 

 障害福祉課  障害福祉課
 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第60条
第1項

 指定自立支援医
療機関の指定の
更新

 設定済み

 「指定自立支援医療機
関の指定について」平成
18年3月3日付け
各都道府県・各指定都
市・各中核市障害保健
福祉主管部(局)長あて
厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部精神
保健福祉課長通知

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み

 指定の決
定をした
日の属す
る月の翌
月初日（1
～30日）

 

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第52条
第１項

 自立支援医療費
(精神通院医療)の
支給認定及び受給
者証の交付

 設定済み

 自立支援医療費の支給
認定について(平成18年
3月3日厚生労働省社
会・援護局障害保健福
祉部長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み

 ①約42日

②約42～
120日

 



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

 第56条
第2項

 自立支援医療費
(精神通院医療)の
支給認定の変更
の認定

 設定済み

 自立支援医療費の支給
認定について(平成18年
3月3日厚生労働省社
会・援護局障害保健福
祉部長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  約42日  

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律施行令

 第33条
第１項

 自立支援医療費
(精神通院医療)に
係る医療受給者証
の再交付

 設定済み

 自立支援医療費の支給
認定について(平成18年
3月3日厚生労働省社
会・援護局障害保健福
祉部長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み

 

約42日  

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉士及び介護福祉士法
 附則第
27条第
1項

 登録特定行為事
業者の登録

 設定済み
 大分県登録喀痰吸引等
事業者申請等実施要綱

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  7日  

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉士及び介護福祉士法
 附則第
11条第
１項

 認定特定行為業
務従事者の認定

 設定済み
 大分県登録喀痰吸引等
事業者申請等実施要綱

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  7日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課  社会福祉士及び介護福祉士法

 附則第
13条、
第16条
第１項

 登録研修機関の
登録及び登録の更
新

 設定済み
 大分県登録喀痰吸引等
事業者申請等実施要綱

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  7日  

 障害福祉課  障害福祉課
 医療的ケア児及びその家族に対
する支援に関する法律

 第14条
第１項

 医療的ケア児支
援センターの指定

 設定済み
 大分県医療的ケア児支
援センター指定要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

   未設定   先例なく設定困難

 障害福祉課  障害福祉課  発達障害者支援法
 第14条
第１項

 発達障害者支援
センターの指定

 設定済み
 発達障がい者支援セン
ター運営事業実施要綱

 申請者等の求めに応じ
て提示

   未設定   先例なく設定困難

 障害福祉課  障害福祉課
 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律

 第19条
の8

 指定病院の指定  設定済み

 「精神保健福祉法第一
九条の八に基づく指定
病院の指定について」
平成8年3月21日付け
各都道府県知事、各指
定都市市長あて厚生省
保健医療局長通知

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  60日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課  障害福祉課
 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律

 第21条
第４項、
第33条
第３項

 特定病院の認定  設定済み

 「特定病院の認定等に
ついて」
平成18年9月29日付け
各都道府県、指定都市
精神保健福祉主管部
（局）長あて厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部精神・障害保健
課長

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  60日  

 障害福祉課  障害福祉課
 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律

 第22条
第１項

 精神障害者の診
察及び保護

 未設定     その他  未設定   その他

・審査基準の未設定理由は、個別
判断を要するため。
・標準処理期間の未設定理由は、
申請があったら調査の必要性を判
断し、必要があると判断したら現地
に出向いて対応しているため。

 障害福祉課  障害福祉課
 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律

 第33条
の７第１
項

 応急入院指定病
院の指定

 設定済み

 「応急入院指定病院の
指定等について」
平成12年3月30日付け
各都道府県各指定都市
精神保健福祉主管部
(局)長あて厚生省大臣
官房障害障害保健福祉
部精神保健福祉課長通
知

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  60日  

 障害福祉課  障害福祉課
 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律

 第40条  仮退院の許可  未設定     その他  未設定   その他

・審査基準及び標準処理期間の未
設定理由は、個別判断を要するた
め。



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律

 第45条
第１項

 精神障害者保健
福祉手帳の交付

 設定済み

 精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の判定基
準について（平成7年9月
12日健医発第1133号厚
生省保健医療局長通
知）、
精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の判定基
準の運用に当たって留
意すべき事項について
（平成7年9月12日健医
精発第46号厚生省保健
医療局精神保健課長通
知）、
精神障害者保健福祉手
帳制度実施要領につい
て(平成7年9月12日健医
発第1132号厚生省保健
医療局長)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み

 ①42日

②56日

③70日

 

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律

 第45条
第4項

 精神障害者保健
福祉手帳の更新

 設定済み

 精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の判定基
準について（平成7年9月
12日健医発第1133号厚
生省保健医療局長通
知）、
精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の判定基
準の運用に当たって留
意すべき事項について
（平成7年9月12日健医
精発第46号厚生省保健
医療局精神保健課長通
知）、
精神障害者保健福祉手
帳制度実施要領につい
て(平成7年9月12日健医
発第1132号厚生省保健
医療局長)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み

 ①42日

②56日

③70日

 

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令

 第9条
第1項

 障害等級の変更
による新たな精神
障害者保健福祉
手帳の交付

 設定済み

 精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の判定基
準について（平成7年9月
12日健医発第1133号厚
生省保健医療局長通
知）、
精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の判定基
準の運用に当たって留
意すべき事項について
（平成7年9月12日健医
精発第46号厚生省保健
医療局精神保健課長通
知）、
精神障害者保健福祉手
帳制度実施要領につい
て(平成7年9月12日健医
発第1132号厚生省保健
医療局長)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み

 ①42日

②56日

③70日

 



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令

 第10条
第1項

 精神障害者保健
福祉手帳の再交
付

 設定済み

 精神障害者保健福祉手
帳制度実施要領につい
て(平成7年9月12日健医
発第1132号厚生省保健
医療局長)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  約42日  

 障害福祉課  障害福祉課  精神保健福祉士法
 第７条
第２・３
号

 精神保健福祉士
短期養成施設等
及び精神保健福祉
士一般養成施設
等の指定

 設定済み

 精神保健福祉士養成施
設等の設置及び運営に
係る指針について(平成
23年８月５日障発0805
第３号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

 障害福祉課  障害福祉課
 精神保健福祉士短期養成施設
等及び精神保健福祉士一般養成
施設等指定規則

 第４条
第１項

 養成施設の学則
等の変更の承認

 設定済み

 精神保健福祉士養成施
設等の設置及び運営に
係る指針について(平成
23年８月５日障発0805
第３号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  10日  

 障害福祉課  障害福祉課
 精神保健福祉士短期養成施設
等及び精神保健福祉士一般養成
施設等指定規則

 第10条
 養成施設の指定
の取消し

 未設定     その他  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

・審査基準の未設定理由は、個別
判断を要するため。



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備　　考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 身体障害者福祉法
 第15条
第１項

 身体障害者手帳
の交付

 設定済み

 「身体 障 害者 障 害程
度等 級 表の 解 説(身
体障 害 認定 基 準)に
つい て」　平成15年1月
10日付け厚生労働省社
会・援護局障害保健福
祉部長通知

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  

 障害福祉課
 こころとからだの
相談支援セン
ター

 身体障害者福祉法施行令  第10条
 身体障害者手帳
の再交付

 設定済み

 「身体 障 害者 障 害程
度等 級 表の 解 説(身
体障 害 認定 基 準)に
つい て」　平成15年1月
10日付け厚生労働省社
会・援護局障害保健福
祉部長通知

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  30日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 障害福祉課  障害福祉課
 大分県心身障害者扶養共済制
度条例

 第５条
第１項

 共済制度加入の
承認

 未設定     法令に基準あり  設定済み
 28日～5
９日

 

 障害福祉課  障害福祉課
 大分県心身障害者扶養共済制
度条例

 第７条
第１項

 加入口数の追加
の承認

 未設定     法令に基準あり  設定済み
 28日～5
９日

 

 障害福祉課  障害福祉課
 大分県心身障害者扶養共済制
度条例

 第９条
 掛金等の減免許
可

 未設定     法令に基準あり  設定済み  29日  

 障害福祉課  障害福祉課
 大分県心身障害者扶養共済制
度条例

 第10条
第１項

 年金の給付決定  未設定     法令に基準あり  設定済み
 28日～5
９日

 

 障害福祉課  障害福祉課
 大分県心身障害者扶養共済制
度条例

 第16条
第１項

 弔慰金の給付決
定

 未設定     法令に基準あり  設定済み  23日  

 障害福祉課  障害福祉課
 大分県心身障害者扶養共済制
度条例

 第16条
の２第１
項

 脱退一時金の給
付決定

 未設定     法令に基準あり  設定済み  36日  

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（条例、規則）

備　　考担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間


